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新年のあいさつ

支部長　伊　藤　隆　芳

　新年、明けまして、おめでとうございます。
　昨年６月の定期総会において支部長に就任してか
ら早くも半年が過ぎました。あっという間だったと
思います。その就任前の３月11日、忘れることがで
きない東日本大震災、我が故郷でもある東北地方を
襲いました。その震災による津波により、福島にあ
る原発が災害にあい放射能漏れが生じました。その
影響でその付近の住民が避難を余儀なくされて今も
帰宅できないでいる。税理士会として、その方たち
に何か支援ができないかということで、11月26日
㈯、27日㈰に「東日本大震災被災者等に対する無料
相談」を実施しました。相談者の人数はそう多くは
ありませんでしたが、相談内容としては、現地の企
業から解雇されたが、申告はどのようにしたらよい
のかわからないので教えてほしいとかだったと思い
ます。被災者としては現時点では生活のことが優先
され申告どころではないと考えさせられました。し
かし、我々税理士としては、確定申告時期の無料相
談があります。今年の無料相談については、「寄付
金控除」「雑損控除」があることが想定され、また、
年金受給者の確定申告不要もあり、誤った相談には
注意を要することになるだろう。
　税理士を取り巻く環境に注意をそそぐと、TPP
「環太平洋経済協定」問題がある。日本はまだ参加
を表明していないが、参加を表明した場合に、税
理士制度にどのような影響があるかはっきりしな
い。無償独占である税理士の資格に他の国の同様
の資格を持った方たちが参入することができるか
どうかは、これからの議論を待つことになるが、
もし、参入することができるという結論になれば、
その影響は計り知れない。そのことに対して何ら
かの歯止めをかけることになるのであろうが、安
穏としてはいられない事態になることは避けられ

ないであろう。
　日本経済に目を向けると、依然としてデフレ傾
向が続いている。税理士のクライアントである中
小企業は、このデフレにより経営が圧迫され、収
益に影響がでている状況が長期間続いている。こ
のような日本経済の中で、社会保障と税の一体改
革と称して、消費税の増税が検討されている。確
かに、日本の借金構造に目を向けると、消費税の
増税は仕方がないのかもしれない。しかし、この
経済環境のなかで、消費税の増税が中小企業にど
のような影響があるのであろうか。消費税は制度
上は預り金である。しかし、中小企業にとって預
り金である消費税を金庫に入れているだろうか。
否、資金繰りに回していると思われる。というこ
とは、決算時に消費税の金額を調達しなければな
らなくなるはずである。そのことにより、国税の
多くの割合を占める消費税の滞納が生じることに
なることに注意していただきたいものである。
我々のクライアントである中小企業に幸あれ。
　最後に、我々の資格に考察を入れてみたい。年々、
税理士の受験者数は減少傾向にあるといわれてい
るが、平成23年度の税理士試験の合格者数は1,094
人であった。また、公認会計士の合格者数は1,511
人である。ちなみに、11月24日付の税理士登録者
数75名のうち公認会計士は24名である。いわゆる
32％を占めている。この傾向は今後も続いていく
ものと思われる。税理士会としては、公認会計士、
弁護士については、税理士資格を得るために、最
低税法１科目の受験合格を資格条件とするよう税
理士法改正を要望している。
　税理士会を取り巻く環境は変化の兆しがあるが、
情報は迅速に伝えていきたいと思っておりますの
で、今後ともよろしくお願い致します。
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新年のごあいさつ

町田税務署長　長谷川　芳　史

　平成24年の年頭に当たり、謹んでお祝いを申し
上げます。
　伊藤支部長はじめ、東京税理士会町田支部の役
員並びに会員の皆様方には、平素から税務行政に
対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　町田支部におかれましては、日頃から様々な事
業活動を活発に展開していただいておりますが、
中でも小・中学校の教育関係者を対象とした「租
税教育シンポジウム」や、税を考える週間におけ
る「こども達の税サミット」のほか、租税教室を
多くの小学校において開催されるなど、積極的に
「租税教育」に取り組んでいただいており、会員の
皆様のご尽力に対しまして、心より敬意を表する
次第です。
　さて、最近の税務を取り巻く環境は、経済社会
の構造が大きく変化し、経済取引の複雑化・広域
化が進み、調査・徴収事務が複雑・困難化すると
ともに、納税者の数は年々増加傾向にあります。
　また、昨年発生した東日本大震災に関する復興
財源をめぐる議論が連日報道されているなど、国
民の税に対する関心がますます高まってきており
ます。
　こうした中、私どもは国税庁の使命である「適
正公平な課税と徴収の実現」を適切に果たしてい
くため、限られた人員で、効果的かつ効率的に税務
行政を推進していく必要があると考えております。
　そのため、本年も署の重要課題の一つとして、
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用拡
大に向けた様々な施策に取り組んでまいります。
　既に代理送信を行っていただいている先生方に
は全ての関与先について、法人税・法人消費税の
確定（中間）申告、源泉所得税の徴収高計算書、

所得税・個人消費税の確定申告の提出や納付並び
に法定調書合計表の提出など、これから期限を向
かえる全ての手続において、更なる利用拡大をお
願いいたします。また、これまで未利用の先生に
おかれましては、e-Taxの利用促進に対する取り
組みにご理解をいただき、ご利用を開始いただき
ますよう、お願い申し上げます。
　特に、給与所得の源泉徴収票などの法定調書に
つきましては、種類毎に前々年に提出すべきであ
った法定調書の提出枚数が1,000枚以上である場
合、平成26年１月１日以後e-Taxや光ディスクな
どによる提出が義務化されるという法改正が昨年
ありました。
　この点を踏まえ、本年からe-Taxや光ディスク
などによる提出への取り組みをお願いするととも
に、関与先が法定調書を作成している場合のご指
導もよろしくお願い申し上げます。
　また、まもなく、平成23年分の確定申告の時期
を迎えます。
　先生方におかれましては、大変忙しい時期を迎
えるわけでございますが、そのような中で、市内
６会場で延べ17日間にわたって「無料申告相談」
を開催していただくなど、多大なお力添えをいた
だけることを、大変心強く感じております。
　本年の確定申告は、寄付金控除のための還付申
告の増加も見込まれますので、確定申告書の早期
提出、期限内納付の推進も含め、一層のご理解・
ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに当たり、新しい年が、東京税理士会町田
支部の益々のご発展と会員の皆様のご繁栄の年と
なりますよう、心から祈念いたしまして、新年の
ご挨拶とさせていただきます。
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　本年も国税庁主催の恒例行事「税を考える週

間（11月11日㈮～17日㈭」に協賛して、11月12

日㈯にまちの駅ぽっぽ町田において、税の無料

相談、こども達の税サミットを実施しました。

　無料相談は50人の相談者があり所得税21件と

一番多く、次に相続税、贈与税各々８件の相談

でした。所得税については11月開催ということ

で年末調整の時期が近づいていることが、相続

税・贈与税については近年の税制大綱での相続

税の増税議論や住宅資金等若年層への資金シフ

ト等で贈与税への関心が多くなっている傾向と

思われます。多くの会員が相談をはじめ街頭で

のチラシ配り、ガラポンによる抽選会等で盛り

上げていただきました。

   「こども達の税サミット」は第７回目となりま

した。本年度は町田市の小学校３校から６年生13

名、相模原市の小学校から５年生１名合計14名が

参加していただきました。町田支部の租税教室の

取り組みは既にご承知のとおり　①租税教室　②

税のシンポジウム及び③こども達の税サミットと

その内容はパイオニア的活動を展開しており大き

く税理士の広報に貢献しております。

　最後にこの行事の開催に当たり、各部のご協

力を得ましたこと、また、多数の会員の皆様の

参加をいただきましたことにお礼申し上げます。

開 催 日 時：平成23年11月12日㈯

　　　　　　午前10：00から午後４：00

開 催 場 所：まちの駅ぽっぽ町田　地下１階

参加会員数：43名

１．税の無料相談（税務支援対策部担当）

　来場者数　50名

　相談件数　50件

　相談内容　 所得税21件、相続税８件、贈与税

８件、消費税１件、法人税３件、

譲渡所得２件、地方税２件、その

他５件

２．こども達の税サミット
（租税教育委員会担当）

　町田市の小学校　３校　13名

　相模原市の小学校１校　１名　　合計14名

　税の集め方、使い方について討論

　 児童の言動をメモし会員がコメントを記載し、

宣言文とともに感謝状を作成し額装し後日学

校に届けた。

３．ＰＲ活動（広報部）

　　ショッパーへの広告

　　市の広報、各新聞社に掲載依頼

　　 横断幕１枚ＪＲ町田駅コンコース（綱紀監

察部）

　　チラシの作成

　　税理士名簿

　　税のパンフレット

　　ガラポン景品（税務支援対策部）

「税を考える週間」の報告
 確定申告期における会員派遣について

税務支援対策部長　井　上　　　孝

●「税を考える週間」の報告
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税理士会町田支部（支部定例税務相談） 合計1名

支 部 事 務 局 1／12 １

小規模事業者等無料相談 合計160名

堺 市 民 セ ン タ ー 2／2～2／3 14

小 山 市 民 セ ン タ ー 2／6～2／7 13

南 市 民 セ ン タ ー 2／8～2／10 27

忠 生 市 民 セ ン タ ー 2／13～2／15 27

鶴 川 市 民 セ ン タ ー 2／21～2／24 51

な る せ 駅 前 市 民 セ ン タ ー 2／27～2／29 28

青色申告会員申告相談会 合計33名

町 田 青 色 申 告 会 館 2／1～3／10
（本年度から土曜日も実施） 33

町田市商工会議所会員決算相談会 合計29名

町 田 商 工 会 議 所 会 館 （決 算 相 談 会） 2／27～3／15（土曜日を除く） 28

町 田 商 工 会 議 所 会 館 （消費税個別相談会） 3／26 1

町田市（定例税務相談） 合計2名

市 役 所 国 税 相 談 1／17、2／21 2

　平成23年度確定申告無料相談の税理士派遣に

つきましては、関係各機関との協議の結果、下

記のとおりとなりました。人選につきましては、

全会員に実施いたしましたアンケートを参考に

決めさせていただきました。今年も１月12日の

申告相談から始まり、３月26日の町田商工会議

所の消費税個別相談まで延べ225名の会員のご協

力をいただくことになりました。詳細の日程等

は下記をご覧ください。

　会員の皆様には、業務多忙の時期でもあり健

康管理に十分配慮していただき、ご協力頂きま

すようお願いいたします。

●確定申告期における
会員派遣について
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　平成23年３月上旬、幸運にも２回目の受験で

英検一級に合格し、その通知が届き数日後、東

日本大震災が日本を襲いました。とくに、福島

第一原発事故については、連日、国内外で過剰

と思われるほど報道が続きましたが、発災直後

からメルトダウンの可能性を報じたのは海外メ

ディアでした。放射性物質拡散予測も海外のサ

イトはタイムリーに掲載し、在日米国大使館な

どはいち早く原発から80㎞以遠への退避を勧告

し、ヨウ素131による甲状腺障害を予防するため

安定ヨウ素剤の支給を開始しました。日本国政

府および国内マスコミの対応・報道の遅さとは

好対照でした。逆にいえば、国内でも、ネット

を通じて海外メディアにアクセスすれば、タイ

ムリーに情報が入手でき、緊急対応が可能でし

た。ただし、そこには英語の壁があります。今

後、ＴＰＰに参加すれば、税理士業務も国際競

争に晒される可能性もあります。微力ながら、

英語のリタラシイ向上に向けて皆様のお手伝い

ができればと考えております。

これからの10年

直江　康子　

　干支随想は女性には、不人気と言うことらし

いが、私としてはいっこうに構わない。

　税理士という職業に就いた時から、性別は忘

れた。

　しかし、あっという間の12年、無我夢中で生

きてきたというのが実感である。

　この間、「子の曰く、50にして、天命を知る」

だったが、果たして、天命を知ることができた

のか、「まだまだの感あり」である。

　最近、両親の母達、つまり両祖母を思い興す。

　戦前の貧しさの中で生きてきた二人は、どち

らも、商売人であり、明るく前向きでしっかり

した女性達であった。

　そんな先祖に誇りを持ちながら、また、間違

いなく遺伝子を受け継いだ者として、これから

の10年、できうる限り、私心を捨てて、世の中

に役に立てるべく生きていきたいものである。

４回目の年男

諏訪　幸成　

　私は、東京オリンピックの開催された年に生

まれました。早いもので今年４回目の年男を迎
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えました。はたと気がつくともうすぐ50歳に届

くのかと我ながら驚いています。

　年齢はそれなりに重ねたのですが、中身はさ

っぱり成長していないことにこれまた驚いてい

る今日この頃です。

　別に自慢でもなんでもないのですが、見た目

も年齢よりも若く（幼く？）見られることが多

く「馬鹿は年を取らない」を地でいっています。

　干支のごとく昇龍のような強運の持ち主とは

程遠い人生を歩んできましたが、あらためて思

えば、妻と三人の男の子に恵まれ、ささやかで

すがそれなりに幸福なのかと思っています。

　龍のように一足飛びにはなかなかいかないと

は思いますが、一歩一歩着実に成長していく年

にしたいと考えています。

龍に願いを

上岡　敏高　

　町田支部の皆様、新年明けましておめでとう

ございます。

　今年は辰年です。私は今年で４度目の年男を

迎えることになりました。

　個人的には、年男になる年は12年に１度の良

い年とされている様なので、今までやりたくて

も出来なかった新たな事にチャレンジしてみた

いと思っています。

　また、十二支の中で唯一神話上の生き物であ

る龍があてはめられている辰年には、正義感や

信頼といった意味があるそうです。今年は、そ

んな辰年に相応しい世の中になってほしいと思

います。

　最後に、天高く舞い上がった龍が、悠々と天

空を駆け巡り、乾ききった大地の隅々に至るま

でたくさんの恵みの雨を降らす。今年は、昨年

被災され現在も困難な状況に置かれている方々

は勿論のこと、全ての人々がそんな平穏で心穏

やかな１年を送れるようになることを切に願っ

ております。

わたしを
歯医者に連れてって

高橋　浩之　

　少年の頃、48歳の男性というと、それはそれ

は仰ぎ見るくらいの“大人”であったはずだ。

軽率なところがなく、何事にも動じない。一般

的にも48歳というのは、成熟した大人といった

イメージであろう。

　さて。最近、ミルキーを噛んでいて、歯の詰

め物が取れた。僕はミルキーを「噛む派」なの

だが、そのせいで、取れた。半年ほどの間に３

回、〆て３カ所。

　ミルキーが好きな時点でかなり子供っぽい。

しかも、それを噛んでいて３回も歯の詰め物が

取れるなんて。…まったく成熟していないね。

　もうすぐ48歳だというのに。遠近両用メガネ

が必要になったというのに。

　どんな困難でも、まずそれを事実として受け

入れるのが大人である。受け入れたら、つぎに

すべきは、その困難をどう乗り越えるかを考え

ることだ。

　ミルキーを噛んで詰め物が３カ所取れた。こ

れを乗り越えるために、大人として今年すべき

ことは分かっている。

　何はともあれ歯医者へ行くことだ。
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第8ブロック野球大会

　仕事に追われながら平日の夜に練習を積み重ね、１年間の集大成として優勝を目指してきた第
８ブロック野球大会。個人的には、支部野球部にとって、特別な日であると感じてきました。そ
れは、“勝ちたい”という気持ちもさることながら、多くの方が応援に来てくださり、必死に応
援してくれる！野球部員だけでなく、町田支部が一丸となれる日であるからだと思います。
　これからも「我々の野球部を観に行こう！」と思っていただけるよう、部員一同、頑張ってま
いりますので、応援よろしくお願い致します。 （福井紀之）

H23.10.18　郷土の森市民第1野球場

支　部　旅　行

　町田発のバスでは、新幹線に間に合わないかもしれない、とドキ
ドキ。東京駅では全力疾走でドキドキ。花巻・大沢温泉では歓迎の
美酒を飲まされドキドキ。一泊二日の旅行を通して、東京税理士会
町田支部の諸先生方の、東北復興を願う熱き魂と、新人税理士への
優しさに触れることが出来ました。 （森下勝司）

H23.9.9～10
新幹線で行く！世界遺産・中尊寺金色堂を訪ねて
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忘　年　会 H23.12.5　ホテル　ザ・エルシィ町田

　支部行事年内最後。毎年、ゲーム、飲み、食事と会話。楽しみにしている行事である。
　さて、今年はビールの試飲当てゲーム。大歓迎、普段あまり気にして飲んではいないが、
銘柄の好みはある。当たる筈であったが結構難しい。酔っ払っていたのか、盛り上がった？
　その後の景品は、一昨年はお菓子、昨年は電球、今年は何が入っているのか…？皮むき
グローブ通称ムッキー。料理をするときじゃがいもなどの皮を簡単に剥いてくれる。料理
をする人には重宝だろう。ありがとうございました。でも僕は料理はしない。景品の用意
もしていないのに、いいものを貰おうなんて虫のいい話である。 （山口和秀）

税を考える週間

「運は自ら引き寄せる」
　ガラガラまたはガラポン。正式名は新井式回転抽選器というそうです。
　税を考える週間のガラポン抽選が始まったのはいつだったか…。当初からこの抽選の係
を務めてきたので、当たりを引き当てるコツを２つ発見しました。
　１つは時間帯、11時20分頃から11時40分頃、そして14時10分頃から14時30分頃です。も
う１つはガラガラの回し方です。時計回しですが、最初時計回しとは反対方向へ少しだけ
回してから時計回しで玉を出すのです。するともうこれで当たりは引き放題です。
　ちなみに私がこの２つのコツを利用して回してみても、当たりは一度も出ませんでした
がね…。 （高梨　浩）

H23.11.12　まちの駅　ぽっぽ町田

歩　こ　う　会

　生田緑地の歩こう会に参加してきました。初めて、かつ家族も参加という事
で楽しめるのかどうか、ドキドキしておりましたが皆さんに温かく迎えていた
だき心から楽しむことが出来ました。子供向けのイベントもあり家族揃って良
い思い出となったと思います。参加した子供のほとんどが女の子だったのは摩
訶不思議です。 （中野雅仁）

H23.11.3
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会 員 の 異 動

退  

会  

者

北　　　保　子 業務廃止

眞　島　秀　司 業務廃止

事　
　

務　
　

所　
　

変　
　

更

福　島　昭　宏

〒194-0021
町田市中町1-5-7
ＭＩフラット801
税理士法人東京国際会計
町田オフィス
☎042-724-5652

村　重　直　美

〒194-0041
町田市玉川学園2-8-26
中村ビル2階
☎042-739-0170

平　井　賢　治

〒194-0034
町田市根岸町379-3
レジデンス28　203
☎042-794-9989

小　西　　　巌

〒194-0021
町田市中町3-8-11
ビバリース中町202
☎042-721-7275

平成23年11月末日現在
個人会員218名、法人会員12事務所

新入会員紹介

氏　　名：森下　勝司

住　　所：町田市原町田５丁目13‒25

　　　　　パークサイドテラダ1‒5

電　　話：042‒723‒0639

生年月日：昭和38年８月31日

趣　　味：テクテクエアロ

氏　　名：町田　雄祐

住　　所：町田市森野2‒31‒13

　　　　　YABEビル201

　　　　　杉村佳隆税理士事務所

電　　話：042‒732‒1230

生年月日：昭和57年８月14日

趣　　味：ゴルフ

氏　　名：備前　浩子

住　　所：町田市小川1608番地5

　　　　　すずかけ台ビル202

　　　　　高梨浩税理士事務所

電　　話：042‒796‒8498

生年月日：昭和36年７月８日

趣　　味：読書

氏　　名：杉山　盛重

住　　所： 町田市小山ヶ丘２丁目

2‒5‒11

　　　　　まちだテクノパーク

電　　話：042‒794‒8298

生年月日：昭和38年７月24日

趣　　味：スポーツジム通い、

　　　　　音楽鑑賞

氏　　名：久保田　篤司

住　　所： 町田市木曽東３丁目３

番30号

　　　　　ロバリア古淵101

電　　話：042‒721‒3337

生年月日：昭和49年11月21日

趣　　味：スキューバダイビング
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支部　各部委員名簿

相互扶助委員会

委 員 長
副委員長
委　　員
委　　員
委　　員

圡　方　周　明
熊　澤　芳　子
小　椋　峯　文
清　水　一　男
高　橋　秀　明

表彰委員会

委 員 長
副委員長
委　　員
委　　員
委　　員

熊　澤　芳　子
眞　島　善　秀
福　島　昭　宏
関　　　悦　雄
小　林　さとみ

支部規則見直し特別委員会

委 員 長
副委員長
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員
委　　員

清　水　一　男
熊　澤　芳　子
伊　藤　義　一
三　宅　真　弥
船　木　正　幸
武　井　克　行
白　石　英　樹
眞　島　善　秀

（平成23年～平成25年）町田支部委員

川西会員、鈴木（文）会員に委嘱したい旨の提案が

あり、議場に諮ったところ、満場一致をもって可

決承認された。

第4号議案　経費の精算方法について

　福島経理部長より、経費の精算方法については

従前と変更がない旨の説明があり、不明点につい

ては個別に経理部長に確認するよう指示があった。

第5号議案　災害連絡網演習の実施について

　船木業務対策委員長より、平成23年9月1日に

実施する「災害時連絡網演習」については、例年

どおり災害時伝言ダイヤルを用いて行う旨の説明

があり、その後、実施にあたっての質疑応答が行

われた。

第6号議案　その他

　高橋（浩）総務部長より、弔事の担当制について

説明があり、各部が順番・持ち回りで担当する旨

の確認が行われた。

●平成23年7月13日 支部事務局

第1号議案　支部旅行について

　三宅厚生部長より、本年度の支部旅行は平成23

年9月9～10日に決定した旨が報告され、行き先

について2案の説明があった。質疑応答の後、議

場に諮ったところ、賛成多数により、本年度の支

部旅行の行き先を岩手県平泉とすることが可決承

認された。

第2号議案　年間行事予定について

　高橋（浩）総務部長より、平成23年度の年間行事

予定表が示され、追加訂正があれば、7月20日ま

でに事務局に報告するよう依頼があった。

第3号議案　顧問・相談役の選任について

　伊藤（隆）支部長より、顧問・相談役の選任手続

きについて説明があり、顧問を内田（宏）会員に、

相談役を武井（克己）会員、引田会員、山内会員、

幹事会報告幹事会報告
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●平成23年10月17日 支部事務局

第1号議案　確定申告無料相談について

　引地税務支援対策部副部長より、平成23年分確

定申告無料相談の町田税務署との事前打ち合わせ

について報告があった。その後、清水副支部長よ

り、同事前打ち合わせについての補足説明、及び、

本会において行われた税務支援対策部連絡協議会

から、アウトソーシングの受託方法並びに青色申

告会における電子申告の代理送信に関する報告が

あった。

第2号議案　税を考える週間行事について

　引地税務支援対策部副部長より平成23年度の税

を考える週間行事に係る予算について説明があり、

引き続き、直江租税教育委員長より同行事におい

て開催予定のこども達の税サミットについて説明

があった。質疑応答の後、同行事に係る予算が議

場に諮られ、満場一致をもって可決承認された。

第3号議案　支部上半期収支報告について

　福島経理部長より支部上半期の収支状況につい

て報告があり、高橋（浩）総務部長及び須藤綱紀監

察部長より予算の執行状況について補足の説明が

あった。

第4号議案　その他

　山田（祐）情報システム委員会副委員長より、支

部ホームページにおける税理士一覧の表示内容に

係る改定について進捗状況の説明があり、質疑応

答が行われた。その後、船木業務対策委員会委員

長より、災害時連絡網演習に係るアンケート結果

について報告があった。

●平成23年12月5日 ホテル ザ・エルシィ町田

第1号議案　ＨＰ修正費用の承認の件

　大森情報システム委員長より、ホームページに

事務所所在地の地図を掲載するための費用（掲載

●平成23年9月28日 支部事務局

第1号議案　新入会員歓迎会について

　高橋（浩）総務部長より、10月17日開催予定の新

入会員歓迎会開催当日の一連の流れについて説明

があった。また、新入会員説明会における各部の

活動内容紹介を書面にして事務局に提出するよう、

説明は各部3分程度とするよう要請があった。

第2号議案　税を考える週間について

　引地税務支援対策部副部長より、11月12日開催

の税を考える週間の概要について説明があった。場

所の制約があり、紙芝居の実施は保留、景品の大幅

改定などが報告された。また、直江租税教育委員

長より税サミットについての説明、事前打ち合わせ

（10月7日）への参加要請があった。

第3号議案　災害時連絡網演習結果について

　船木業務対策委員長より、9月1日に実施され

た災害時連絡網演習の結果について報告があった。

班長自身の録音と人数のカウントについて注意が

あった。「171」の起動についての質疑応答が行わ

れた。

第4号議案   「支部だより」発行について

　安部（征）広報部長より、「支部だより」（年4

回・各常会後2週間以内を予定）について発行方

針等が説明された。会員にとって有用なタイムリ

ーな内容を目指す、ファックスでの配信を予定し

ている（将来的にはメール）等の説明があった。

　この「支部だより」の内容等について広報部一

任とする旨の提案があり、議場に諮られ満場一致

で可決承認された。

第5号議案　支部委員会委員の承認について

　熊澤（芳）副支部長より、相互扶助委員会等の支

部委員会の役割について説明があった。

　伊藤（隆）支部長より、支部委員会委員人事案の提案

があり、議場に諮られ拍手をもって承認可決された。
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「平成23年7月1日～11月30日」

支部関係

◆支部長報告

　税務連絡協議会：8月2日、10月5日

　拡大税務連絡協議会：8月5日

◆支部会議

　正副支部長会：9月15日、10月13日

　 幹事会：7月13日、9月28日、10月17日

　支部常会：10月17日

◆各部報告

●総務部

　総務部会：7月6日

　税務署幹部異動挨拶：なし

　拡大町田税務連絡協議会：7月5日

　 税を考える週間連絡協議会：7月22日、9月8

日、10月14日

　相模原支部との協議会：10月19日

　町田法人会との意見交換会：11月22日

　顧問相談役会：なし

　中間監査会：11月24日

　新入会員説明会・歓迎会：10月17日

　第8ブロック支部役員連絡協議会：10月25日

　町田青色申告会との協議会：なし

　日本政策金融公庫との協議会：10月6日

　税務署との親善ソフトボール大会：11月22日

に関しては前回承認済み）についての承認が求め

られた。質疑応答ののち、議場に諮ったところ、

満場一致をもって可決承認された。

第２号議案　税を考える週間事業報告

　引地税務支援対策部副部長より、税を考える週

間事業について、予算執行状況、相談件数・内容、

アンケート内容について報告があった。続いて直

江租税教育委員長より税サミットについて報告が

あった。

第３号議案　青色申告会の代理送信について

　清水副支部長より、青色申告会の代理送信につ

いて、件数増加依頼が青色申告会により決議され

た旨、報告があった。これに対して支部側は「支

部の役割は税務支援の一環とあり、納税者と面談

することが大切、送信件数の増加そのものが目的

ではない」との方針で協議を重ね、決着をみた旨

の報告があった。

第４号議案　 署との確定申告に関する事前協議の

報告

　引地税務支援対策部副部長より、署との確定申告

に関する事前協議の内容について、今年は同一会場

における税務署員による代理送信が行われない旨、

また年金相談の特定日を設けない旨の報告があっ

た。続いて清水副支部長より税務署員の代理送信が

ない旨について補足説明があった。

　代理送信がない旨や申告不要の年金相談者が来

所した場合に混乱が予想される等の意見・質問が

だされ税務支援対策部に対応が求められた。

第５号議案　 第８ブロック連絡協議会・意見交換

会の報告

　10月25日に実施された第８ブロック連絡協議会

における意見交換の内容について、出席各部長よ

り報告があった。

第６号議案　法人会との意見交換会の報告

　高橋（浩）総務部長より、11月22日に実施された

法人会との意見交換会について報告があった。今

年より月一回、実施されている相談会について、

相談状況等について説明があった。

（幹事会報告は幹事会議事録より抜粋・構成しています）

支部短信支部短信
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●経理部

　 経理部会：7月12日、8月18日、9月15日、10月

14日、11月24日

　中間監査会：11月24日

　第8ブロック協議会：10月25日

●綱紀観察部

　支部・署　綱紀観察連絡協議会：9月28日

●厚生部

　 厚生部会：7月18日、7月21日、10月2日、11月

24日

　支部旅行：9月9日、9月10日

　第8ブロック野球大会：10月18日

　歩こう会：11月3日

●広報部

　 広報部会：7月22日、8月3日、9月2日、10月

17日、10月27日

　支部会報127号発行：8月25日

　第8ブロック協議会：10月25日

　支部だより創刊：10月31日

●研修部

　研修部会：7月14日、9月21日

　月例研修会：7月14日、11月18日

　常会研修会：8月24日、10月17日

　町田支部オープン研修会：9月21日

●法対策委員会

　支部法対等における課題検討結果報告：9月28日

●情報システム委員会

　情報システム委員会：7月26日

　電子申告電話アンケート：8月26日、9月12日

　ホームページ修正打合せ：10月5日

　本会情報フォーラム：11月15日

　電子申告推進研修会：11月18日

　ホームページ一部リニューアル：11月29日

●業務対策委員会

　災害時連絡網演習：9月1日

　災害時連絡網演習検討会：9月1日

　三士会合同無料相談会：9月3日

　業務支援についてのアンケート：9月22日

　公益活動関係支部連絡協議会：9月30日

　第8ブロック支部連絡協議会：10月25日

　三士会合同勉強会：11月25日

●税務支援対策部

　 税務支援対策部会：7月20日、9月1日、9月8日

　確定申告無料相談連絡協議会：10月5日

　税務署との連絡協議会：10月11日、11月14日

　三者協議：10月21日

　第8ブロック協議会：10月25日

　税を考える週間：11月12日

　青色申告会：11月16日

　青色申告運営協議会：なし

　決算相談会協議会：なし

●租税教育委員会

　租税教室：7月13日

　租税教育委員会：7月15日

　税を考える週間連絡協議会：7月22日

　 第7回「税理士が行う租税教育」シンポジウム：

7月25日

　 第7回「税理士が行う租税教育」シンポジウム反

省会：7月25日

　租税教室：9月17日

　副校長会：9月27日

　租税教育委員会：10月7日

　新入会員説明会：10月17日

　支部代表者会議：10月18日

　第8ブロック支部連絡協議会：10月25日

　租税教室：10月29日

　租税教育委員会：11月4日

　第7回「こども達の税サミット」：11月12日

　 第7回「こども達の税サミット」反省会：11月12

日

　サミット宣言書持参：11/末

　各小委員会：各数回

本会関係

◆支部長報告

　支部長会・理事会（合同）：7月1日

　支部長会：9月14日、10月12日、11月9日
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●情報システム委員会
■イータ君ステッカー
　電子申告実施事務所にイータ君のステッカーを配
布しました。鮮やかな黄色できれいです。電子申告
を実施しているけれども届かなかった方、電子申告
をこれから始めようという方は、お申し付けいただ
ければお渡しします。
●税務支援対策部
■確定申告相談等についてのお願い
　今年も所得税の確定申告期を迎えて、確定申告相

談等を実施することになりました。
　東京税理士会会長名でもお願いしていますが、年
金受給者等の相談者が増加して、年々派遣要請が多
くなってきておりますので、何卒ご協力くださいま
すようお願いいたします。
　なお、確定申告期税理士会無料相談における各市
民センターでの開催時間は9時30分から16時00分と
なっておりますが、初日ご担当者は8時30分、2日
目以降は9時00分にお集まりくださいますようお願
い申し上げます。

後厄も無事に終え、新年を迎えることができた。厄年
を気にする人しない人。私は間違えなく前者であ

る。「ただの迷信」と決めてかかったところで、やはり先
人の教えは正しい。大厄とは、医学分野からは身体の生理
的変化の激しい年齢であり、社会学分野からは職場など
での社会的役割の変化が激しい年代だ…とある。確かに
この３年間で、入院もしたし、事務所内の組織も変わりつ
つある。まぁ、いずれにしても、前厄・大厄・後厄をのり
越え、迎えた新年。昇り龍の如く、「飛躍」する１年にした
いと思う。本年もどうぞよろしくお願いします。
越え、迎えた新年。昇り龍の如く、「飛躍」する１年にした
いと思う。本年もどうぞよろしくお願いします。（安部）

今春新型のハチロクが20数年ぶりに復活します。
今回はトヨタとスバルの共同開発ですが、とても

面白そうな車に仕上がっているようで、発売が楽しみ
です！ 
面白そうな車に仕上がっているようで、発売が楽しみ

（園曽）

あけましておめでとうございます。また一年の始ま
り、心機一転今年は良い年にするぞ。寒い日が続

きますが、これから合計表作成、確定申告等忙しい時
期が続きますが、体に気をつけていきましょう。
きますが、これから合計表作成、確定申告等忙しい時
期が続きますが、体に気をつけていきましょう。（山口）

童謡では、雪が降ると“犬は喜び庭駆け回り、猫は
炬燵で丸くなる”と謳われていますが、我が家の

プリリン（柴犬）は、ヒーターの前に陣取り、終日、
ヌクヌクと寝ています。ん？と思いつつも、その気持
ち共感できます。まだまだ寒い日が続きます。皆様、
体調に気をつけて、良い年になりますように。今年も
宜しくお願い致します。 
体調に気をつけて、良い年になりますように。今年も

（小林）

編 集 M E M O

　 東京国税局関連部課長・署長と東京税理士会支部

長との連絡協議会：11月28日

◆理事会報告

● 理事会：9月15日、10月13日、11月10日

◆各部・各委員会報告

● 会員相談室運営委員会：7月11日、9月12日、10

月5日、11月8日

●支部役員連絡協議会：10月25日

● 登録調査委員会：7月8日、8月10日、9月8

日、10月11日

●日本税務会計学会：なし

●法対策委員会：7月25日

●監察委員会：9月9日

●紀律委員会：なし

●綱紀委員会：9月9日

●電子申告推進委員会：11月18日

●広報部

　 広報部会：7月19日、8月22日、9月20日、10月

19日、11月22日

　支部広報部長との意見交換会：11月22日
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